
厚生労働大臣が定める掲示事項 

 
当病院は、厚生労働大臣が定める基準に基づいて診療を行なっている保険医療機関です。 

医療法人 十善病院 

入院基本料に関する事項 
一般病棟（２階）：常時、入院患者の数が１３人またはその端数を増すごとに、１人以上の看護職員を配置しております。 
・ 朝９時～夕方１８時まで、入院患者１３人に対して１人以上の看護職員を配置しております。 
・ 夕方１８時～翌朝９時まで、入院患者１８人に対して１人以上の看護職員を配置しております。 
 
 
入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制について 
当院では、入院の際に医師を始めとする関係職員が共同して、患者さんに関する診療計画を策定し、７日以内に文書によりお渡ししております。 
また厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制の基準を満たしております。 
 
 
基本診療の施設基準に係る届出 
機能強化加算、医療 DX 推進体制整備加算、一般病棟入院基本料 地域一般入院料１ 、看護補助加算１ 、後発医薬品使用体制加算１  
診療録管理体制加算３、データ提出加算、協力対象施設入所者入院加算 
特掲診療料の施設基準に係る届出 
がん性疼痛緩和指導管理料 、ニコチン依存症管理料 、がん治療連携指導料 、肝炎インターフェロン治療計画料 、薬剤管理指導料 
検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 、別添１の「第１４の２」の１の（３）に規定する在宅療養支援病院 
在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 、ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影 、運動器リハビリテーション料(Ⅲ)  
呼吸器リハビリテーション料（Ⅱ）、入院ベースアップ評価３６、外来・在宅ベースアップ評価料Ⅰ、胃瘻造設時嚥下機能評価加算、 
二次性骨折予防継続管理料３、医科点数表第２章第１０部手術の通則の１６に掲げる手術（胃瘻造設術） 
 
 
 
 



給食に関する事項 
当院は、入院時食事療養/生活療養(Ⅰ)に関する特別管理の届出に係る食事を提供しています。 
特別管理による食事の提供では、管理栄養士によって管理された食事が適時、適温で提供されます。 
 
従業員以外の者による看護（付添看護）に関する事項 
当院では、患者様のご負担による付添看護は不要です。ご家族の方で付添を希望される場合は、主治医または病棟師長にご相談ください。 
 
明細書発行体制について 
医療の透明化や患者さんへの情報提供を推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目が分かる明細書を無料で発行

しております。 
明細書には、使用した薬剤の名称や行なわれた検査の名称が記載されるものですので、その点ご理解頂き、ご家族の方か代理で会計を行なう場

合、その代理の方への発行を含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計にてその旨お申し出ください。 
 
患者様相談窓口 
当院では地域連携室を２階に設けており、専任スタッフによる相談及び支援を受けることができます。詳しくは、１階受付にてお尋ねください。 
 
保険外負担に関する事項 
以下の日常生活品およびサービスの提供については、利用品目や利用回数に応じた料金（実費相当額）をご負担いただくこととなります。 

文書料 

手術等診療報酬計算書 １，１００円 入院手術証明書 ７，７００円 
診断書 ３，８５０円 身体障害者意見書 １１，０００円 

臨床調査個人票 ５，５００円 身体障害者診断書 １６，５００円 
死亡診断書 １６，５００円   

入院関係日用品自費 

紙おむつＭ １５４円／枚 紙おむつＬ １６５円／枚 
尿とりパット（小） ４４円／枚 尿とりパット（中） ８８円／枚 
ティッシュペーパー １１０円／箱 尿とりパット（大） １２１円／枚 
口腔ケアシート ４４０円／個   

その他 洗濯料 ３３０円／回 死後処置料 １１，０００円 
（表示料金は消費税込みの価格です） 

その他、実費請求分についてご不明な点がございましたら、医事課におたずねください。 
日用品については、ご自身で準備できない場合に上記の金額でご提供致します。 
 



特定療養費に関する事項 
当院は、健康保険法に定める特定療養費の規定に基づき、療養環境の向上に努めております。以下の病室への入室をご希望される場合には、 
１日につき下記の料金をご負担いただくことになります。なお、主治医が治療上必要と認めた場合や院内感染防止のためなど、病院の都合によ

り当該病室に入室された場合、室料差額はいただきません。 
１）個室利用（差額室料）に関して 

個室 ２０５号室、２０６号室、２０７号室 ５，０００円 

特別室 
特別１号室 ８，５００円 
特別２号室、特別３号室 ９，５００円 

（表示料金は消費税込みの価格です） 
 

２）入院期間が９０日を超える入院 
当院では、一般病棟入院の患者様において 90 日を超えて入院する場合は、療養病棟入院基本料１を算定しています。 
 
ニコチン依存症管理料について 
当院はニコチン依存症管理料の届出を行なっており、禁煙の為の治療的サポートをする禁煙外来を行なっております。 
受付にてご相談下さい。 
 
 


